
一
、
は
じ
め
に

我
国
の
軍
陣
医
療
制
度
確
立
の
第
一
歩
は
、
明
治
四
年
、
兵
部
省

内
に
軍
医
寮
が
置
か
れ
た
時
で
、
そ
の
初
期
の
施
策
の
一
つ
は
、
従

来
の
軍
医
を
試
験
で
陶
汰
し
、
残
っ
た
者
に
再
教
育
を
行
な
い
、
ま

た
、
最
新
医
学
を
身
に
つ
け
た
軍
医
を
養
成
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
教
育
を
受
け
た
軍
医
が
、
当
時
の
一
般
医
学
水
準
に
比

し
、
高
度
の
知
識
・
技
術
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
当
然
で
あ
ろ
う
。

し
た
が
っ
て
、
各
地
の
軍
営
に
派
遣
さ
れ
た
軍
医
は
、
そ
の
地
の
医

学
社
会
の
中
心
的
存
在
と
な
り
、
ま
た
、
軍
医
の
持
つ
医
学
、
医
術

に
寄
せ
る
地
域
住
民
の
期
待
も
大
き
く
、
一
方
、
軍
医
の
側
で
も
、

若
く
て
強
健
な
兵
士
の
診
療
だ
け
で
は
医
学
、
医
術
の
向
上
は
望
む

べ
く
も
な
い
と
い
う
不
安
を
抱
い
て
い
た
。
更
に
、
両
者
と
も
に
経

済
的
な
理
山
も
あ
っ
て
、
一
般
人
を
対
象
と
し
た
軍
医
の
診
療
が
、

一
般
人
を
対
象
と
し
た

現
役
軍
医
の
病
院

佐
久
間
７
１品
巳

各
地
で
様
々
の
形
で
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
自
然
の
な
り

ゆ
き
で
あ
っ
た
。
今
回
は
、
こ
れ
ら
の
う
ち
の
あ
る
種
の
病
院
に
つ

ぎ
、
現
在
迄
に
調
査
し
た
結
果
を
報
告
す
る
。

二
、
分
類

現
役
軍
医
の
関
係
し
た
病
医
院
に
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ

た
。一

、
自
宅
や
官
舎
で
の
個
人
開
業
。

二
、
個
人
病
院
の
経
営
。

三
、
中
央
、
地
方
の
国
公
立
病
院
、
公
共
病
院
ま
た
は
個
人
病
院
の

嘱
託
。

四
、
私
立
病
院
。
前
記
個
人
病
院
と
違
う
点
は
後
述
す
る
が
、
此
の

報
告
の
主
題
の
病
院
で
あ
る
。

五
、
共
済
会
病
院
。
海
軍
工
廠
の
従
業
員
及
び
そ
の
家
族
を
対
象
と

し
た
病
院
。

六
、
東
京
市
施
療
病
院
。
設
立
は
東
京
市
で
あ
っ
た
が
、
実
体
は
海

軍
を
医
学
校
の
附
属
病
院
。

七
、
恩
賜
財
団
済
生
会
麹
町
診
療
所
。
陸
軍
々
医
学
校
教
官
が
診
療

を
担
当
し
た
。

八
、
海
仁
会
病
院
。
海
軍
を
人
、
軍
属
の
家
族
を
対
象
と
し
た
病
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院
。
因
み
に
、
陸
軍
は
明
治
三
十
六
年
十
二
月
陸
達
第
一
○
四

号
に
「
現
役
下
士
ノ
家
族
〈
衛
戊
病
院
若
ク
ハ
該
下
士
所
属
ノ

軍
隊
官
衛
学
校
二
付
キ
軍
医
ノ
診
断
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ヲ
得
」
と

規
定
さ
れ
て
い
る
。

三
、
現
役
軍
医
開
業
の
法
的
根
拠
と
軍
医
部
首
脳
の
対
策

内
務
省
は
、
明
治
十
三
年
以
来
、
官
医
。
官
史
の
医
術
開
業
を
可

と
す
る
見
解
で
あ
っ
た
の
で
、
軍
医
も
こ
れ
に
従
っ
た
の
で
あ
ろ

う
。
陸
軍
々
医
に
関
し
て
も
、
明
治
二
十
四
年
、
第
三
師
団
参
謀
長

の
照
会
に
対
し
、
陸
軍
省
副
官
は
「
軍
医
ガ
公
務
ノ
余
暇
医
術
開
業

ヲ
行
フ
モ
法
ヲ
以
テ
制
裁
ス
ヘ
キ
限
二
非
ス
」
と
解
答
し
た
。
し
か

し
、
石
黒
医
務
局
長
は
「
法
二
依
テ
制
裁
シ
ウ
ヘ
キ
ナ
シ
ト
云
フ
ニ

ア
リ
テ
敢
テ
開
業
ヲ
可
ト
ス
ル
ノ
意
二
非
ス
」
と
の
見
解
を
示
し
た

が
、
全
面
的
に
禁
止
す
る
と
は
云
っ
て
い
な
い
。

そ
の
後
、
全
国
各
地
で
一
般
開
業
医
と
の
確
執
が
あ
っ
た
た
め

か
、
明
治
二
十
六
年
十
一
月
、
大
日
本
医
会
総
会
は
「
現
役
軍
医
の

開
業
禁
止
」
の
決
議
を
行
な
い
、
陸
海
軍
の
軍
医
部
首
脳
に
陳
情
し

た
。
こ
れ
を
う
け
て
、
同
年
十
二
月
石
黒
医
務
局
長
、
翌
二
十
七
年

二
月
実
吉
安
純
海
軍
衛
生
会
議
為
長
は
「
医
術
を
施
す
は
可
な
れ
ど

も
、
一
般
開
業
医
同
様
医
術
を
売
る
は
不
可
」
と
の
よ
く
似
た
見
解

を
示
し
た
が
、
は
っ
き
り
し
た
禁
止
の
方
針
は
出
さ
ず
、
こ
の
問
題

は
明
治
三
十
二
年
六
月
六
日
、
小
池
医
務
局
長
の
「
現
役
軍
医
の
開

業
禁
止
‐
一
の
明
確
な
通
達
が
出
て
は
じ
め
て
終
止
符
が
う
た
れ
た
。

四
、
分
類
第
四
項
の
諸
病
院

こ
れ
ら
の
病
院
が
今
回
発
表
の
主
題
で
、
そ
の
設
立
主
旨
の
共
通

点
は
、

一
、
博
愛
主
義
を
強
調
ｐ

一
、
貧
民
の
無
料
診
療
を
行
な
う
。

一
、
鎮
台
（
後
の
師
団
）
軍
医
部
、
衛
戌
病
院
の
複
数
の
軍
医
が
参

加
し
て
い
る
。

一
、
公
務
の
余
暇
に
診
療
を
行
な
う
。

一
、
平
時
に
あ
っ
て
、
戦
時
必
要
な
診
療
資
材
の
蓄
積
、
看
護
人
の

教
育
等
を
目
的
と
し
て
い
る
。

な
ど
で
、
ま
だ
詳
細
不
明
の
病
院
も
あ
る
が
、
現
時
点
ま
で
に
そ
の

存
在
だ
け
で
も
判
っ
て
い
る
の
は
、
次
の
諸
病
院
で
あ
る
。

博
愛
病
院
（
広
島
）
明
治
十
九
年
十
月
三
日
開
院
。
院
長
は
広

島
衛
戊
病
院
長
李
家
文
厚
軍
医
正
。

恵
愛
医
院
（
名
古
屋
）
明
治
二
十
一
年
二
月
五
日
開
院
。
院
長

は
名
古
屋
鎮
台
土
岐
頼
徳
軍
医
長
。
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修
道
病
院
（
熊
本
）
明
治
三
十
二
年
三
月
十
日
設
立
。
院
長
は

第
六
師
団
瀧
野
盤
軍
医
部
長
。

他
に
、
明
治
二
十
二
年
五
月
屯
田
兵
松
島
玄
景
軍
医
長
が
中
心
と

な
っ
て
札
幌
に
設
立
し
た
済
生
館
、
明
治
二
十
五
年
四
月
二
日
、
海

軍
大
軍
医
井
田
武
雄
氏
ら
の
東
京
慈
愛
病
院
、
明
治
三
十
年
十
一
月

二
十
九
日
開
院
の
江
口
襄
軍
医
正
を
院
長
と
す
る
城
南
病
院
（
大
阪
）

等
が
あ
る
が
、
現
時
点
で
こ
の
範
晴
に
入
る
病
院
か
ど
う
か
不
明
で

あ
る
。
以
上
の
諸
点
に
つ
き
報
告
す
る
。

（
西
尾
市
民
病
院
）

恵
愛
病
院
（
松
山
）
明
治
二
十

長
渡
辺
泰
造
二
等
軍
医
正
が
院
長
。

修
道
病
院
（
熊
本
）
明
治
三
十

丸
亀
に
設
立
さ
れ
た
名
称
不
明
の
病
院
、
明
治
二
十
二
年
三
月

頃
。
院
長
は
丸
亀
衛
戌
病
院
長
海
瀬
敏
行
二
等
軍
医
正
と
考
え
ら
れ

プ
（
》
○

姫
路
博
愛
病
院
明
治
二
十
五
年
八
月
十
五
日
開
院
。
院
長
は
姫

路
衛
戌
病
院
長
鹿
島
武
雄
軍
医
正
。

明
治
二
十
七
年
二
月
頃
。

松
山
衛
戌
病
院

製
糸
工
場
の
労
働
形
態
は
工
女
を
遠
隔
地
か
ら
募
集
し
、
寄
宿
舎

生
活
を
送
ら
せ
る
こ
と
と
、
長
時
間
に
わ
た
っ
て
工
女
を
緊
張
状
態

に
お
き
、
作
業
能
率
の
低
下
を
防
ぐ
た
め
の
等
級
賃
銀
制
に
そ
の
特

徴
が
あ
っ
た
。

こ
の
制
度
に
よ
っ
て
、
低
賃
銀
で
し
か
も
長
時
間
労
働
を
容
易
に

し
た
。
加
え
て
、
毎
年
の
生
糸
価
格
の
変
動
は
経
営
を
優
先
さ
せ
、

製
糸
職
工
（
大
部
分
は
女
子
）
の
福
利
厚
生
、
教
養
の
向
上
な
ど
に

目
を
む
け
る
こ
と
は
少
な
か
っ
た
。

当
時
の
製
糸
工
場
の
娯
楽
と
言
え
る
も
の
は
、
お
花
見
、
観
劇
、

旧
盆
休
象
、
閉
業
時
の
酒
宴
な
ど
で
あ
っ
た
。

こ
こ
で
は
明
治
四
十
一
年
に
諏
訪
郡
役
所
の
求
め
に
応
じ
、
平
野

村
役
場
が
調
査
し
た
村
内
の
製
糸
工
場
の
福
利
厚
生
施
設
（
当
時
は

岡
谷
蚕
糸
博
物
館
所
蔵
資
料
に
み
る

製
糸
工
女
の
医
療
費
負
担
に
つ
い
て

（
第
六
報
福
利
厚
生
施
設
調
査
）

清
水
勝
嘉
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